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口蹄疫に関する情報の周知徹底について 
 
このことについて、平成 27 年 1 月 8 日付け事務連絡をもって、農林水産省消費･安全局

動物衛生課家畜防疫対策室長から別添のとおり通知がありました。貴会関係者に周知方よ

ろしくお願いいたします。 
口蹄疫への対応については、平成26年12月26日付け26日獣発第257号をもって、年

末・年始及び春節における口蹄疫等に関する防疫対策の強化について依頼したところです

が、このたびの通知は、さらに本病に対する関係者の危機意識を高めるため、これまでの

通知、事務連絡、電子メール、同省ホームページへの掲載等による海外での発生情報や各

種広報素材に加え、今般作成した参考資料も活用し、牛豚飼養農家を中心とした関係者へ

情報が行き渡るよう、①各都道府県庁舎等にある記者クラブへのブリーフィングや情報提

供等を通じた地元紙・各紙地方版への記事掲載依頼、②都道府県・市町村の広報誌、家保

だより、リーフレットへの掲載、③ＨＰ、電子メール、ツイッター・フェイスブック等の

ウェブツール、ＦＡＸ、電話、郵送等を用いた情報発信、④牛豚飼養農家、関係団体等へ

の講習会・研修会（他のテーマの講習会・研修会の機会を利用することも含む。）を周知手

段とした活用を改めて周知徹底し、実効性のある防疫措置の強化につなげるよう関係者へ

の指導と、各都道府県における特に牛豚飼養農家の目にとまる広報媒体等を通じた周知の

工夫について、都道府県畜産主務課長あて依頼した旨了知の上、関係者が一体となって本

病に対する危機意識をさらに高めていくため、本会会員への周知について特段の配慮が依

頼されたものです。 
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